
104　2015.3　vol.48　季刊 会計基準

1．はじめに

　2014 年 11 月 6 日に、ロンドンの国際会計基
準審議会（IASB）で世界作成者会議（GPF）
が開催され、12 名の GPFメンバー、IASB の理
事（5 名）とスタッフが参加した。日本からは
ソニー株式会社の本澤豊氏と筆者が参加した。
　本稿では、今回の会議で取り上げられた以下
のテーマに関する議論の概要を紹介する。な
お、文中、意見にわたる部分は筆者の私見である。
・IASB アップデート（収益認識、リース）
・IFRS 解釈指針委員会のアップデート
・調査活動
・排出権取引
・持分法の再検討
・開示イニシアティブ（プロジェクトのアップ
デート、一体性の原則、キャッシュ・フロー
の開示）

2．IASBアップデート

①　収益認識
　収益認識について、移行リソースグループが
形成され、2回の会議が開催されており、ライ
センスなどについて議論が進められていること

が紹介された。このグループは実務の課題を議
論するが、ガイダンスを出すことはしないとい
う説明が IASB スタッフからあった。主な意見
は次のとおりである。
・複数の参加者から、ガイダンスを出さないと
すると、移行リソースグループは適用に関す
る課題をどのように解決する仕組みになって
いるかという質問があった。これに対して、
IASB 理事から、移行リソースグループの議
論は、適用の課題を明確にして、基準をどの
ように適用するかについてのヒントを与える
という説明があった。

・日本の参加者から、ライセンスについて、
IFRS 第 15 号「収益認識」では、スター
ティック（静的）ライセンスとダイナミック
（動的）ライセンスの 2 つの考え方が示され
ているが、米国基準の映画会計（IFRS のス
ターティック・ライセンスの処理と同様）と
のコンバージェンスを図ることができるのか
という質問があった。これに対して、IASB
理事から、IFRS は原則主義であり、ライセ
ンスのどちらを適用するかのガイダンスは出
さないので、実態に応じて判断してほしいと
いうコメントがあった。

②　リース
　リースについては、8 月にリースのアップ
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デート資料を作成し、IASB のリース会計基準
の改訂の必要性をまとめたことと、借手のリー
ス会計について、米国財務会計基準審議会
（FASB）とのコンバージェンスを可能な限り
図る努力をしていることや、リースの定義につ
いても議論を進めていることが紹介された。主
な意見は次のとおりである。
・日本の作成者から、FASBとのコンバージェ
ンスについて以下の意見が出された。最近、
IASB の関係者から借手のリース会計基準の
改訂案について、FASBとの差異は大きくな
いというコメントがなされているが、現状で
は、提案されているモデル（IASB が 1 モデ
ル、FASB が 2 モデル）が大きく異なり、
P/Lのリース費用の処理も異なり、差異は大
きい。両者のコンバージェンスが達成できな
いと、多国籍企業は、リース会計について、
2種類の情報をグループ会社から集める必要
があり、実務負担が極めて大きくなる。先ほ
どリース会計基準の改訂案については最終段
階にあるという説明があったが、市場関係者
は納得しておらず、最終段階だとは考えてい
ない。リース会計基準の改訂については、コ
ンバージェンスが必ず達成できるように
FASBとの調整を進めてほしいという意見が
出された。FASBとのコンバージェンスにつ
いては、他の複数の参加者からも同様の懸念
の声があげられた。
　これに対して、IASB 理事からは、この件
については、懸念は聞いており、コンバー
ジェンスを達成する努力はするが、IASB は
1 モデルが正しいと考えており、FASB は 2
モデルが正しいと考えていることが、ジレン
マであるというコメントがあった。
・他の参加者から、リース会計基準の改訂につ
いて、適用や解釈にばらつきが発生する懸念
があり、移行リソースグループを作ってほし
いという要望があった。

・米国の作成者からは、オペレーティング・
リースについて、なぜ、IASB と FASB の考
えが違うのかという質問があった。これに対
して、IASB はオペレーティング・リースに
ついても、ファイナンス・リースと同様に資
産の購入に近いと考えている一方、FASB
は、ファイナンス・リースは資産の購入に近
いと考えているが、オペレーティング・リー
スは一定期間にわたる資産へのアクセス権と
考えているところが異なるという説明が
IASB理事からあった。

3 ．IFRS 解釈指針委員会のアップ
デート

①　収益の外貨換算
　収益の外貨換算のスポット・レートについ
て、以下の 3 つの見解があり、IFRS 解釈指針
委員会で検討が進められている。
見解A：契約時点
見解B：前払金の受取り時点
見解C：収益の認識時点
　どの見解を支持するかについて、メンバーか
ら意見が求められた。主な意見は以下のとおり
である。
・参加者からは見解 Bまたは見解 Cを支持す
る意見が出されたが、見解 C の支持がやや
多かった。IASB スタッフからは、現行の実
務からは実際の為替は現金の支払いの時に影
響を受けるので、見解 B の支持のほうが多
いと予想していたがやや意外感があるという
コメントがあった。これに対して、アメリカ
の作成者からは見解 C が多くなったのは収
益認識の新基準の影響があるかもしれないと
いう指摘があった。また、見解 B は現行の
米国基準と整合性があるというコメントも
あった。
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②　高いインフレ国における外貨換算
　ベネズエラなどの高インフレ国では、法定の
為替レートが実態と乖離しているケースがあ
り、法定レートを使って財務諸表を換算すると
実態と感覚が合わないという指摘がある。これ
を受けて IFRS 解釈指針委員会では本件につい
て解釈指針を作成するかどうかを検討していた
が、解釈指針を作成しない方向で本年 7月に暫
定合意している。しかし、本件は関係者の反応
を聞いて再検討することになっている。これに
対する主な意見は以下のとおりである。
・本件の対象としては、出席者から、ベネズエ
ラ以外に、アルゼンチンやカザフスタンにあ
る子会社でもこのような実例があり、解釈指
針委員会に適用指針を作ってほしいと意見が
複数から出された。
・ベネズエラのように法定レートとは別の公式
レートがあるケースもあり、このような場合
は複数のレートの加重平均が適切な場合があ
るので、IAS 第 21 号「外国為替レート変動
の影響」の狭い範囲の見直しが望ましいとい
う意見が参加者から出された。

③　IFRS第3号「企業結合」の適用後レビュー
　適用後レビューで、のれんから無形資産を区
分することについては賛否両論があり、のれん
の非償却についても賛否両論があることが紹介
された。今回、新たな試みとして学術研究の成
果を分析し、現行の IFRS の企業結合会計の処
理が妥当であるという証拠が得られたという報
告があった。これに対する主な意見は以下のと
おりである。
・日本の作成者から、IASB は学術研究の分析
の結果、現行の企業会計の処理が妥当と結論
付けているが、以下の理由からこれには違和
感があるという指摘があった。IASB はのれ
んの減損と株価に負の相関関係がある学術研
究を証拠にあげているが、これは当然の関係

であり、日本のようにのれんの償却と減損を
セットで行っている会計基準を適用している
ケースでも、同様の負の相関関係が得られる
であろうと推測される。従って、このデータ
は証拠として十分ではない。また、減損のタ
イミングが遅れることや減損関連による利益
操作（earning management）があるという
学術研究があげられているが、これは現行の
IFRS の会計基準の妥当であるという見解と
反対の証拠になる。

4．調査活動

　調査活動からスタートして、基準開発まで、
進行する新しいプロセスが説明された。従来
は、調査活動が不十分なまま、アジェンダが設
定されると、論点整理から基準開発に進んでし
まい、途中でうまく進まないことや、基準開発
に長い期間を要するなどの問題が発生すること
があったが、新しいプロセスで、調査活動によ
り、このような問題が解決され、基準開発の見
込みが立ったものは公開草案に進めていくとい
う説明があった。また、主な調査活動のテーマ
についても紹介があった。調査活動についての
主な意見は以下のとおりである。
・日本の作成者から、新しいプロセスでは、調
査活動から始まって、論定整理を発行した後
に、公開草案に進むところのテーマ設定の関
所の閾値が以前と比べて低くなっているので
はないかという指摘があった。また、日本で
は基準開発のテーマについて、企業会計基準
委員会（ASBJ）ではなく基準諮問会議が中
心にテーマを設定しているが、IASB の場合
はどうなっているかという質問があった。こ
れに対して、IASB のスタッフからは、新し
いプロセスでは、特定のテーマについて、論
点整理の中から基準開発のステップ（公開草
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案）に進むかどうかは、最終的には IASB が
決定しているが、会計基準アドバイザリー・
フォーラム（ASAF）の意見を聞いており、
3年ごとのアジェンダ・コンサルテーション
で市場関係者からの意見も聞いているという
回答があった。
・他の日本の参加者から、基準開発のテーマ設
定について、コスト・ベネフィットの分析は
できるだけ早い段階でやってほしいという意
見が出された。これに対して IASB 理事から
はコスト・ベネフィットの検討は大切であ
り、この点に関わる場合はできるだけ早い段
階で作成者に参加してもらうことが重要であ
るというコメントがあった。

5．排出権取引

　排出権については、IFRIC 第 3 号「排出権」
を2004年に発行したが、2005年に撤回になり、
その後、キャップ・アンド・トレードの会計処
理については、暫定的な決定をしたが、再検討
が必要であり、多くの論点について、まだ議論
ができていないという説明があった。また、排
出権について、IASB では会計処理のガイダン
スが示されていないので、会計実務のばらつき
が生じている。排出権取引に関する主な意見は
以下のとおりである。
・排出権取引については、参加者の企業の取引
がキャップ・アンド・トレード方式の対象と
なっているケースもあり、会計処理のガイダ
ンスが必要である点は、多くの参加者が同意
した。
・欧州の作成者から、排出権の会計処理につい
て、資産・負債を両建てするのではなく、
ネットのポジションで考えるべきであるとい
う指摘があった。
・複数の作成者から、排出権の会計処理を検討

するにあたって、ビジネスモデルを考慮すべ
きであり、多くの製造業には生産（produc-
tion）モデルが該当し、金融機関や商社など
は金融商品モデルが該当するだろうという意
見が出された。

・日本の作成者から、日本では ASBJが排出
権取引についての実務対応報告を開発してお
り、排出権を割り当てられた段階では資産を
認識せず、利益が発生するのが確実になった
段階で、利益を認識するなど保守的な会計処
理になっていることが紹介された。

6．持分法の再検討

　持分法をシンプルにしてほしいという要望が
あり、調査プロジェクトを開始し、持分法の課
題や代替案（原価法、公正価値評価）について
説明がなされ、意見交換が行われた。主な意見
は以下のとおりである。
・参加者からは、持分法は簡易連結（1 行連
結）なのか、（金融商品のような）投資の評
価なのかというコメントがあった。この点に
ついては、意見が分かれていたが、簡易連結
と考える意見がやや多かった。

・現状の持分法は、実務に定着しており、代替
案より優れているので、変更する必要がない
という意見が複数から出された。

・代替案については、以下のように問題がある
という指摘がなされた。原価法については、
配当によってしか持分会社の価値を反映でき
ないため、配当政策によって、これらの会社
の価値を親会社の財務諸表に十分反映できな
いケースが多い。公正価値評価については、
実務的に公正価値（FV）を入手することが
困難なケースが多く、公正価値の計算にコス
トがかかることに加えて、FV─PL の場合は、
損益の変動（ボラティリティ）が拡大する懸
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念がある。PV─OCI の場合は、ノン・リサイ
クルであれば P/L に損益を反映できない問
題があり、仮にリサイクルするようにした場
合でも、P/Lに損益を反映できるタイミング
が遅すぎるという問題がある。
・20％ 以上の持分を保有していても、持分法
を適用するためのデータを入手することが困
難なケースがあり、このような場合は、当該
会社に影響力を行使しているといえないので
持分法を要求するのは適当ではないという意
見があった。
・全体として、参加者からは現状の持分法を見
直すことに否定的な意見が多かったが、な
ぜ、持分法を見直そうとしているのかという
質問があった。これに対して、IASB スタッ
フからは、持分法の適用が国によって異な
り、連結に準じた処理（相殺や内部利益排除
など）をきっちりしないケースもあるので、
もっと簡単な方法に変えるべきという意見が
あるのが 1つの理由であるという説明があっ
た。

7．開示イニシアティブ

①　プロジェクトのアップデート
　開示イニシアティブについて、調査プロジェ
クトとして、重要性と開示原則があり、開示原
則については、2015 年第 1 四半期に論点整理
の公表をめざしているという説明があった。こ
れに対する主な意見は以下のとおりである。
・日本の作成者から、本日議論される一体性

（cohesiveness）の原則とキャッシュ・フ
ローの開示については、開示原則の論点整理
に含まれるのかどうかという確認があった。
これに対して、IASB スタッフから、これら
は開示原則に含めるが、内容はハイレベルの
原則に留めるという回答があった。これに対
して、日本の作成者からは、この 2つは「財
務諸表の表示」プロジェクトでも難航した
テーマであり、また、FASBの開示イニシア
ティブの検討対象にも含まれていないので、
コンバージェンスの観点からも IASB の開示
原則の開発には含めないほうが良いというコ
メントがあった。また、この作成者から、調
査活動のテーマに「業績報告」があがってい
るが、これは以前の「財務諸表の表示」プロ
ジェクトでも反対の多かったテーマと同様で
あるが、なぜ調査活動に取り上げられたのか
という質問があった。これに対して IASB ス
タッフからは、利用者からの要望があり今年
6月に新たにテーマアップされたという回答
があった1。

②　一体性の原則
　一体性の原則については、「財務諸表の表示」
プロジェクトで検討されたように、3つの財務
諸表（財政状態報告書、包括利益計算書、
キャッシュ・フロー計算書）で、セクショショ
ン（事業、財務、税金など）やカテゴリー（営
業、投資など）の一体性を確保する提案であ
る。今回は、財務諸表だけでなく、注記まで、
一体性の確保（例えば、クロス・レファレン
ス）をすることが提案されている。これに対す

1　一体性の原則とキャッシュ・フローの開示については、当初の開示フレームワークの対象には入ってなかっ
たが、調査活動を経由して、開示原則の論点整理の含められることになっている。少しでも関連するテーマで
あれば、調査活動がテーマの範囲を拡大する実質的な入口になっていることが懸念される。また、「業績報告」
を今年 6月に新たな IASB のテーマにすることで暫定合意されているが、これは、作成者や日本の関係者から
懸念の大きかった「財務諸表の表示」プロジェクトの実質的な復活になる可能性がある。このように重要な
テーマについては、本来はアジェンダ・コンサルテーションのプロセスを通すのが適当であると考える。
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る主な意見は以下のとおりである。
・開示フレームワークの一般原則としては、一
体性の原則を導入することには複数の参加者
から賛同があった。ただし、注記まで一体性
の原則を確保することには異論が出され、一
体性については財務諸表の本体に絞るべきで
あるという意見が出された。
・他の参加者からは、一体性の原則は「財務諸
表の表示」プロジェクトで取り扱うべきであ
り、開示イニシアティブでは、開示の基本原
則のみに絞るべきであるという意見があっ
た。
・日本の作成者から以下の指摘があった。一体
性の原則については、基本精神としては良い
かもしれないが、具体的に 3つの財務諸表に
適用するとなると困難に直面することが「財
務諸表の表示」プロジェクトの経験でも分
かっている。3つの財務諸表については、そ
れぞれの目的が異なり、完全な一体性を実現
したセクションやカテゴリーに分ける必要は
ないのではないか。また、包括利益計算書の
営業利益が定義されていないため、一体性の
議論には相当の時間を要することが考えら
れ、優先順位の観点からも IASB の開示原則
の論点整理に一体性の原則を含めることは再
考すべきである。他の複数の参加者からも、
一体性の原則を実務に適用する難しさを懸念
する声や、3つの財務諸表で一体性を求める
ことが必ずしもベストなアプローチではない
という意見があった。

③　キャッシュ・フローの開示
　英国財務報告評議会（FRC）が準備した

「キャッシュ・フローの開示」の資料をもとに
議論がなされた。FRC の提案では、キャッ
シュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フロー
の分析について、現行の税引前利益からスター
トするのではなく、営業利益からスタートすべ
きであるとしている。また、営業キャッシュ・
フローのうち、顧客から受け取った現金、供給
者に支払った現金、従業員に支払った現金等の
開示も求めている。さらに、営業キャッシュ・
フローの運転資金の増減について、売上増によ
るもの、現金回収遅れによるものなど、要因別
に分解することを求めている。これに対する主
な意見は以下のとおりである。
・営業利益からスタートする営業キャッシュ・
フローについては、煩雑であり、また、
IFRSでは営業利益が定義されていないので、
現実的には作成が難しいという意見があっ
た。一方、営業利益からスタートするほうが
整合性を図ることができ、IAS第 7号の導入
以前に経験があるので対応可能という意見が
あった。

・顧客から受け取った現金等の開示を求めてい
る点については、このような要求項目が多く
なる恐れがあり、結果的に強い反対を受けた
直接法キャッシュ・フロー計算書の開示を求
めることに近くなることを懸念する声があっ
た。

・提案されているキャッシュ・フローの開示に
対応するためには情報システムの変更等でコ
ストがかかり、それに対応する便益が得られ
るか疑問であるという意見が多かった。ま
た、これらの開示に対応する実務が複雑で適
用の困難さについての懸念の声があった。


